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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　病理検査で使用される生物組織サンプルカセット（３０，１１０）のカセット部屋（３
１）内に配置するのに好適なインレー（１０，１５，２０，２５，５０，１００）であっ
て、
　前記カセット部屋（３１）は、底部および該底部から延びる壁を有し、
　カセット部屋（３１）は、組織カセット蓋（３２，１１２）を用いて閉止可能であり、
　前記インレーは、カセット部屋（３１）から一時的に除去可能なように配置されており
、
　前記インレーは、ＲＦＩＤチップを備えた第１インレー部（１２，２２，５２）と、ア
ンテナを備えた第２インレー部（１１，１６，２１，２６，５１）と、第１インレー部お
よび第２インレー部を全面に被覆する層（５８）とを含み、
　前記層（５８）は、パラフィン中に組織サンプルカセットとともに生物組織サンプルを
包埋するのに先行して、カセット部屋での生物組織サンプルの処理の際に使用される薬品
に対して耐性を有する１つ以上の化合物からなり、
　インレーは、Ｌ字状フレーム、Ｕ字状フレーム、または矩形状フレームのうちの１つで
ある形態を有し、
　該フレームは、前記壁の内面に対してカセット部屋内に設置可能であり、これにより生
物組織サンプルが戴置されるカセット部屋での中央開口を規定し、
　インレーは、組織サンプルカセットの底部および蓋にある孔（３５，１１３）を通って
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流れる１つ又はそれ以上の流体のフローを許容し、
　該フローは、生物組織を処理し、およびパラフィン中に生物組織サンプルとともに組織
サンプルカセットを包埋するのに充分であり、
　前記層（５８）は、中央開口に向かう溝、スロットまたはノッチを有し、
　溝、スロットまたはノッチの形状は、組織サンプルカセットが生物組織サンプルととも
にパラフィン中に包埋されてパラフィンが固化した場合、インレーがカセット部屋内に定
着されるように選ばれるようにした、インレー。
【請求項２】
　組織サンプルカセット（１１０）は、カセット部屋（３１）の内部に内側組織サンプル
部屋（１１１）を備え、
　前記インレーは、内側組織サンプル部屋（１１１）の周囲においてカセット部屋（３１
）に嵌り込むように形成される、請求項１記載のインレー。
【請求項３】
　前記アンテナは、１つ又はそれ以上のループを持つコイル形状を有する請求項１記載の
インレー。
【請求項４】
　前記アンテナは、中央開口の周りに１つ又はそれ以上のループを持つコイル形状を有す
る請求項３記載のインレー。
【請求項５】
　第２インレー部は、バイポーラ型アンテナを収納している請求項１または２記載のイン
レー。
【請求項６】
　アンテナのアームは、中央開口の周りに折り曲げられている請求項５記載のインレー。
【請求項７】
　アンテナは、ジグザグ形状およびスパイラル形状から選ばれた１つで設けられる請求項
６記載のインレー。
【請求項８】
　ＲＦＩＤチップは、アクティブ型である請求項１～７のいずれかに記載のインレー。
【請求項９】
　ＲＦＩＤチップに電気エネルギーを供給する電池は、チップに搭載されておらず、組織
カセット（３３）の角度が付いた部分の下方にある組織カセット空洞（３４）内に挿入さ
れ、前記空洞内のコンタクトポイント（４１）と接触するようにした、分離した電池（４
０）であり、
　コンタクトポイントは、組織サンプル部屋の壁を通過する電線と接続され、電気エネル
ギーは、チップを前記部屋内に位置決めした場合、アクティブ型ＲＦＩＤチップに伝導さ
れるようにした請求項８記載のインレー。
【請求項１０】
　ＲＦＩＤチップおよびアンテナは、ＬＦ、ＭＦ、ＨＦ、ＶＨＦ、ＵＨＦおよびＳＨＦの
周波数から選ばれる特定の周波数バンドで動作する、１つ又はそれ以上の特定のシステム
に好適である請求項１～９のいずれかに記載のインレー。
【請求項１１】
　前記層は、ポリマーからなる請求項１～１０のいずれかに記載のインレー。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載のインレーを用いて、病理検査で使用される生物組織
サンプル用カセットを、ＲＦＩＤ技術を用いて追跡可能なデバイスに転換する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤチップでタグ付与されたインレーを備えたシステムを用いて、生物
組織サンプルカセットを追跡可能なデバイスに転換する方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般にＲＦＩＤ(Radio Frequency Identification)タグまたはＲＦＩＤチップと呼ばれ
るデバイスが、米国特許第３７１３１４８号、米国特許第４３８４２８８号に記載されて
いるような技術によって可能である。これらの特許は、参照によりここに組み込まれる。
ＲＦＩＤタグについて多数の応用が当業者に知られており、例えば、小売りでの製品ラベ
ル表示およびサプライチェーン・マネジメント、道路集金システムでの応用、公共輸送機
関、パスポート、長距離走、動物および図書のタグ付与などがある。
【０００３】
　ＲＦＩＤタグは、パッシブ型(passive)ＲＦＩＤチップを持つものと、アクティブ型(ac
tive)ＲＦＩＤチップを持つものとに分類できる。パッシブ型ＲＦＩＤチップは、リーダ(
reader)またはインテロゲータ(interrogator)装置からの無線信号で機能する電気エネル
ギーに依存している。こうした装置から送信された信号がＲＦＩＤチップのアンテナによ
って受け取られると、ＲＦＩＤチップを動作させる電気エネルギーに変換され、コマンド
がリーダ／インテロゲータから到来する信号の中に同時に含まれている場合、下記のコマ
ンド（例えば、メモリが存在する場合、送信された情報をメモリに保存したり、あるいは
その情報をメモリから消去する）を含み、そして、ある信号をリーダ／インテロゲータへ
再び送信する。
【０００４】
　アクティブ型ＲＦＩＤチップは、エネルギー供給用のオンボード電池を有する。そのた
めこれらは、読み取り装置で受け取られる信号を能動的に送信できる。このことは、こう
したＲＦＩＤチップを備えたタグが、パッシブ型ＲＦＩＤチップを備えたタグよりもかな
り長い距離で検出可能であることを意味する。しかし、電池のため、前者のタグは後者の
ように小型化できず、より多くのコストを要する。
【０００５】
　比較的最近では、品目(item)レベルでのＲＦＩＤ在庫システムが米国公開第２００７／
０１９０７０号に記載されており、これは参照によりここに組み込まれる。さらに、健康
管理でのＲＦＩＤタグの種々の応用が、１８頁のリストの文献１～４に記載されており、
これらの文献は参照によりここに組み込まれる。。病院の病理検査部門での生物組織カセ
ットの追跡に関して、組織カセットに取り付けられたＲＦＩＤタグが米国公開第２００６
／２３９８６７号、米国公開第２００６／０３１０１２号に記載されており、これらは参
照によりここに組み込まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、今日の病理検査では、組織サンプル処理に関してより多数の処置が、電
子レンジの使用を含むステップ（例えば、組織固定および組織脱石灰）によって迅速化さ
れている。ＲＦＩＤタグは、アンテナに接続された集積回路を含むため、電子部品は、電
子レンジの電磁界によって破壊されることになる。
【０００７】
　従って、ＲＦＩＤタグが永久的に装着された組織カセット、またはＲＦＩＤタグが分離
できない方法で組み込まれた組織カセットは、電子レンジの使用を含む組織処理では使用
できない。その制約は、病理検査におけるこうした組織カセットおよびＲＦＩＤ技術の使
用の実施にとって問題となる。
【０００８】
　さらに、組織カセットの外側に装着されたＲＦＩＤタグは、生物組織の処理サンプルお
よび、サンプルを処理した組織カセットのパラフィン中への包埋(embedding)後に余分な
パラフィンを剥ぎ取る際、損傷するというリスクがある。組織カセットの長手側壁の外側
に装着されたＲＦＩＤタグもまた、組織カセット（前述の包埋と余分なパラフィンの剥ぎ
取りの後）を、生物組織サンプルの断面を切断するためのミクロトーム(microtome)に固
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定する際、損傷するというリスクがある。この点、組織カセットの角度の付いた面は、ミ
クロトームのクランプ爪は接触しないが、ＲＦＩＤタグを装着することによって覆うべき
ではないことに留意すべきである。その理由は、多くの病理検査室は、ＲＦＩＤチップ内
の情報を読み取るために使用される電子機器の故障の場合に、登録番号または、視覚認識
を可能にする他のコードのためのスペースを使用したいためである。
【０００９】
　これらのリスクは、ＲＦＩＤタグを備えた外側に組織カセットのラベル表示を行うため
の問題となる。さらに、組織カセットの底部の孔、及び／又は、組織カセットの組織サン
プル部屋を閉じるために使用される蓋の孔を封鎖するようなＲＦＩＤタグは、適用できな
い。その理由は、組織サンプル部屋内に含まれる組織サンプルの処理の際にこれらの孔を
通る流体のフローが必要であり、そして、前述の包埋の際に流体パラフィンのフローが必
要なためである。
【００１０】
　組織カセットへ装着されるＲＦＩＤタグを、のり等の接着剤を用いて付着させた場合、
接着剤は、組織カセット内での組織サンプルの処理で使用される全ての薬品に耐性を有す
ること、そして、組織サンプルおよびカセットをパラフィン中に包埋した後、接着剤は少
なくとも１００年間持続することが要求される。こうした要求は、のり等の接着剤を用い
てＲＦＩＤタグを備えた組織カセットのラベル表示にとって問題となる。
【００１１】
　本発明は、これらの問題について解決法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、限られた期間または有期で組織カセットの組織サンプル部屋内に位置決め可
能であるＲＦＩＤチップでタグ付与されたインレー(inlays)を備えたシステムを用いるこ
とによって、生物組織サンプルカセットを、ＲＦＩＤ技術を用いて追跡可能なデバイスに
転換する方法を提供する。その選択肢は、電子レンジの電磁界での処理を除いて、全ての
病理検査組織処理ステップにおいて、ＲＦＩＤチップでタグ付与されたインレーを備えた
組織カセットの使用が可能になる。この電磁界処理の際、インレーは、カセットから一時
的に除去することができる。その電磁界処理の後、インレーは、組織カセットの組織サン
プル部屋内に再び位置決め可能であり、これらのカセット内の組織サンプルは、必要な他
の組織処理ステージおよび、病理検査機関／研究所およびこれらの保管所での他の状態に
移行できる。この状態では、ＲＦＩＤチップでタグ付与されたインレーが組織カセットの
組織サンプル部屋内に存在している場合、カセットの追尾および追跡が実施可能である。
【００１３】
　また、カセット内側でのインレーの位置決めは、カセット外側に装着されている場合に
発生するようなインレーの損傷は、問題にならないことを意味する。
【００１４】
　インレーは、ＲＦＩＤチップのアンテナを備えた部分が、開口の周りに位置し、カセッ
トの組織サンプル部屋の底部においてフラット(flat)に位置決め可能なように、あるいは
、部屋の内壁に対して形成され、あるいは別個に形成されるが、全てのケースにおいて、
組織カセットとともに組織サンプルをパラフィン中に包埋した場合、充分な流体パラフィ
ンが組織カセットの組織サンプル部屋の底部での孔を通って流れるように、およびこれに
先行して、前記部屋内で組織サンプルの処理の際、前記部屋を前記蓋を用いて閉じた場合
、充分な量の流体が、これらの孔およびカセット蓋での孔を通って流れるように形成され
る。こうしたインレーの形態は、全ての形態が、インレーと同じ組織サンプル部屋内に位
置決めされる組織サンプルにとって可能な限り多くの空間を残すように、そして、これら
全てが異なるタイプの組織カセットでのインレーの使用を可能にするように設計される。
【００１５】
　本発明の特定の実施形態において、インレーは、片面(one side)でポリマーまたは他の
化合物からなる層に接合したり、あるいはこうした材料で完全に被覆される。
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【００１６】
　こうした構成では、追加の定着手段の使用なしで、組織サンプル部屋内のインレー定着
を可能にする本発明の実施形態が想定される。こうした構成は、ＲＦＩＤ信号伝送のため
に使用される異なる周波数バンドについて具体化されるように、異なるタイプのＲＦＩＤ
チップおよびアンテナを収容するために使用可能な標準的形態の設計を可能にする。
【００１７】
　さらに、インレー中のＲＦＩＤチップはパッシブ型またはアクティブ型であり、後者の
場合、チップの電気エネルギー供給のための電池が、組織サンプル部屋の外部に位置決め
される分離タイプであるようにした実施形態が想定される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】開口周りのアンテナ、または、共に折り曲げられたアンテナを有するＲＦＩＤチ
ップを備えたインレーの種々の形態とともに、組織カセットおよび部分的に見える組織サ
ンプル部屋を閉じるための組織カセット蓋の図である。　インレーは、図示のように、ア
ンテナ収納部が組織カセットの組織サンプル部屋の底部にフラットに配置可能なように、
あるいは、図示のように、アンテナ収納部が組織カセットの組織サンプル部屋の内壁に対
して配置可能なように形成される。　両方の場合において、インレー、特に、開口周りに
位置したり、共に折り曲げられたアンテナ収納部は、流体パラフィンまたは他の流体が、
インレーが配置された組織カセットの組織サンプル部屋の底部での孔を通って充分に流れ
、そして、前記部屋を閉じるためにカセット蓋を使用した場合は、個々のカセット包埋組
織処理にとって充分にように、カセット蓋での孔を通って充分に流れるのを確保するのに
充分な空間を残すようになる。
【図２】上下逆さまの組織カセットの図であり、組織サンプル部屋の底部の隣に空洞を示
し、これは、図１に示したインレー内のＲＦＩＤチップが別個の電池から電気エネルギー
を受け取るアクティブＲＦＩＤチップである場合、小型電池のための空間を備える。電気
エネルギーは、組織サンプル部屋の壁の中／上にあるコンタクトポイント、およびワイヤ
を経由して組織サンプル部屋内のＲＦＩＤチップに伝導される。
【図３】組織サンプル部屋内にも存在する組織サンプルの処理の際、インレーを組織カセ
ットの組織サンプル部屋内に位置決めした場合、インレーおよび前記層と接触する薬品の
悪影響に対して耐性を有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂）または１つ又はそれ以上
の他の化合物の層に対してインレーが片面で接合しており、インレーおよび前記層が開口
周りに位置している種々の代替の実施形態の断面とともに、２つの異なる角度から見たイ
ンレーの一形態の図である。
【図４】図３に示したものと同様であるが、ＲＦＩＤチップおよびアンテナが全面に前記
ポリマーまたは前記他の化合物で覆われている場合のインレーの断面図である。インレー
を覆う材料は、層を断面で見た場合、ビームまたはバーの幅と高さの比率を備え、被覆材
料をなす寸法を備えた厚さを有するように選択された層を形成するインレーの少なくとも
片面にあり、組織カセットの組織サンプル部屋内に嵌め込まれたインレーを伴う。
【図５】図３に示したものと同様であるが、開口周りに幾つかのループを持つコイルから
なるアンテナを備えたインレーの図と、こうした構成の種々の実施形態の２つの断面図で
ある。
【図６】図３に示したものと同様であるが、バイポーラ型アンテナを備えたインレーの図
と、この構成の断面図である。
【図７】図６に示したものと同様なインレーの２つの断面図（異なる面に沿って）である
が、アンテナアームがスパイラル形態を有し、ＲＦＩＤチップおよびアンテナスパイラル
は、前記ポリマーまたは前記他の化合物で全面に覆われている。
【図８】組織サンプル部屋内に内側組織サンプル部屋を収容し、片面に立った組織カセッ
トの図と、内側組織サンプル部屋を閉じるように設計された組織カセット蓋の図と、図３
に示したインレーに相当する、片面に立ったインレーの図である。インレーは、図示のよ
うに、組織サンプル部屋内で、内側組織サンプル部屋の周りに配置できるように形成され
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る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、図１～図８の図面に示した他の形態の実施形態を許容するものであり、ここ
で記載するものは、現時点で好ましい種々の実施形態であり、本開示は本発明の例示とし
て考えられるという理解とともに、本発明を、図示したような特定の実施形態に限定する
ことを意図していない。
【００２０】
　さらに、図面中の図は概略的な表現に過ぎず、サイズ、特に断面は、正確に比例してお
らず、より良好な図のために意図的に適合させていることに留意すべきである。
【００２１】
　何年にも渡って、今や多くの分野で多くの物品にＲＦＩＤチップでタグ付与されている
が、健康管理におけるこうしたシステムの実際の使用はまだ広く知られていない。
【００２２】
　病理検査の分野での用途に関する限り、ＲＦＩＤタグが永久的に装着された組織カセッ
トについて、上述した米国公開第２００６／２３９８６７号、米国公開第２００６／０３
１０１２号のような特許出願が提出されており、これらは参照によりここに組み込まれる
。
【００２３】
　電子レンジがＲＦＩＤチップの集積回路にとって破壊的な電磁界を放出する組織処理ス
テップにおいて組織カセットの使用を可能にし、そして、電子レンジ内の電磁界を含むス
テップとは別の組織処理ステップおよび別の病理検査状態でのＲＦＩＤ技術を可能にする
ために、本発明では、組織カセットの組織サンプル部屋内に適切な時期に位置決め可能で
あり、前記部屋内に有期で、または１つまたはそれ以上の限られた期間だけ留まることが
可能である、ＲＦＩＤチップでタグ付与された分離したインレーが設計される。
【００２４】
　電子レンジ内で電磁波を必要とする、組織カセットの組織サンプル部屋内での組織処理
の時間は、インレーは前記部屋から除去可能であり、その後、必要な場合にインレーを前
記前記部屋内に再び位置決めできる。内部に位置決めされている前記サンプル部屋からイ
ンレーを除去する可能性は、インレーが１つより多くの組織カセットで使用可能であり、
特に、インレーが、情報をチップに送信し、それをチップのメモリ内に保存し、後でメモ
リからその情報を消去し、そして新たな情報をＲＦＩＤチップに送信して、チップのメモ
リ内に保存するといったことが可能なタイプのＲＦＩＤチップを有する場合を意味する。
【００２５】
　組織カセットの組織サンプル部屋内で使用するように設計されたインレーが、パラフィ
ンの包埋後、組織カセットの外側から余分なパラフィンを剥ぎ取る際、ＲＦＩＤチップ及
び／又はそのアンテナが損傷するリスクを有しておらず、あるいは、カセットをミクロト
ーム(microtome)に固定する際、ＲＦＩＤチップ及び／又はそのアンテナが損傷するリス
クを有していない。
【００２６】
　さらに、本発明の種々の実施形態において、インレーは、こうしたインレーを組織サン
プル部屋内に位置決めした場合、組織サンプル部屋において最大限可能な大きさの空間が
組織サンプル用に残るように設計され、そして、組織カセットの底部および組織カセット
の蓋にある孔を通る流体の流量が可能な限り最大流量に近くなるように設計される。
【００２７】
　さらに、本発明の特定の実施形態において、インレーは片面で、インレーを組織カセッ
トの組織サンプル部屋内に位置決めした場合、組織カセットをパラフィン中に包埋した場
合、のりやクランプなどの追加の定着手段の使用なしでインレーが組織サンプル部屋内に
定着するような形状を持つ材料層と接合するように設計される。カセットの包埋のために
使用されるパラフィンによって、組織カセットの組織サンプル部屋内に定着したインレー
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は、組織サンプルの処理に用いられる薬品に対して耐性を有し、少なくとも１００年間は
持続する接着剤を必要としない。
【００２８】
　本発明の同等な特定の実施形態において、インレーは前記材料で完全に覆われる。一方
、これらの特定の実施形態および同等な特定の実施形態において、前記材料の形状および
寸法により、種々のタイプおよび形態のＲＦＩＤチップおよびアンテナが、接合または覆
われたインレーの中で使用できる。
【００２９】
　さらに、本発明の種々の特定の実施形態において、インレーは、１つの組織サンプル部
屋を備えた組織カセットだけでなく、内側組織サンプル部屋を備えた組織カセットにも嵌
まるように設計される。その理由は、後者の場合、インレーは、組織サンプル部屋の壁と
内側組織サンプル部屋の壁との間に嵌まるためである。
【００３０】
　図１と図２に図示した本発明の実施形態において、インレー部１２，２２にＲＦＩＤチ
ップでタグ付与されたインレー１０，１５，２０，２５が存在しており、アンテナがイン
レー部１１，１６，２１，２６にあり、インレーは、インレー１０，１５が、カセット蓋
３２で閉じられる、組織カセット３０の組織サンプル部屋３１の底部上にフラットに配置
できるように形成され、あるいは、インレー２０，２５が、カセット蓋３２で閉じられる
、組織カセット３０の組織サンプル部屋３１の壁の内側に対して配置できるように形成さ
れる。
【００３１】
　図１に示す実施形態では、アンテナを備えた２つの形態のインレーの一部（符号１０，
２０）は、中央開口の周りに位置している。他の実施形態では、インレーの他の構成、特
にアンテナを備えた部分が想定でき、例えば、個々のアンテナ収納部１６，２６が共に折
り曲げられたインレー構成（符号１５，２５）が想定される。インレーが、組織サンプル
部屋３１を蓋３２で閉じた場合、流体パラフィンまたは他の流体の流量が、組織カセット
３０などのカセットの底部にある孔３５および、カセット蓋３２などのカセット蓋にある
孔３５を通る可能な限り最大流量に近くにできることが条件となる。
【００３２】
　本発明の特定の実施形態において、ＲＦＩＤチップを備えた部分１２，２２と、アンテ
ナチップを備えた部分１１，２１とを含むインレー１０，２０は、組織サンプルをカセッ
ト蓋３２で閉じられた、組織カセット３０の組織サンプル部屋３１内で処理したり、組織
サンプル処理の後、こうした薬品の残留物が組織サンプル部屋３１内に残留する場合、イ
ンレーと接触する薬品の悪影響に対して耐性を有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂）
または１つ又はそれ以上の他の化合物を用いて被覆される。
【００３３】
　本発明の他の特定の実施形態において、ＲＦＩＤタグは、限られた数のビット形式で固
定数値を保持できるだけの簡単なチップを備えず、数キロバイトのメモリ容量を有する集
積回路を備えたＲＦＩＤタグでもよい。これは、こうしたバイト量に達するデータが、当
業者に知られているように、電波または他の媒体を経由してこうしたＲＦＩＤチップに送
信装置から無線でアップロード可能であることを意味する。これらの送信装置は、リーダ
またはインテロゲータとしても使用でき、ＲＦＩＤタグを検出し追跡して、ＲＦＩＤチッ
プ内に存在するデータの読み出し及び／又は検索及び／又は消去が可能である。
【００３４】
　ＲＦＩＤチップと通信可能な種々のシステムの種々の要求に適応するには、システムは
、ＲＦＩＤチップとの信号伝送のためにいろいろな周波数を使用し、種々のインレーが想
定され、それぞれが、ＬＦ、ＭＦ、ＨＦ、ＶＨＦ、ＵＨＦ、ＳＨＦ（これらの頭字語は、
それぞれLow Frequency, Medium Frequency, High Frequency, Very High Frequency, Ul
tra High Frequency, Super High Frequencyを表す）の周波数に区分された特定の周波数
バンドで動作する１つ又はそれ以上のシステムに適したタイプのＲＦＩＤチップおよびア
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ンテナを備える。いろいろな周波数バンドを用いていろいろな信号で動作するいろいろな
システムは、１回又はそれ以上のループを持つコイルからなるアンテナから、直線状また
は折り曲げ（例えば、ジグザグ形態）またはスパイラル状にできるアームを備えたバイポ
ーラ型アンテナに渡るいろいろなタイプのアンテナを必要とする。当業者は、どの用途、
どの状況で、あるタイプのＲＦＩＤチップとあるアンテナとの特定の組合せを把握し、必
要な機器がＲＦＩＤチップとの通信に必要になる。
【００３５】
　本発明のさらに他の実施形態において、インレーは、アクティブ型ＲＦＩＤタグ（不図
示）を含み、こうしたＲＦＩＤチップに電気エネルギーを供給する電池が組織サンプル部
屋３１の内側に位置決めされず、カセット空洞３４内に配置された分離した電池４０であ
り、図２において組織カセットは逆さまの位置３３で図示している。本実施形態では、カ
セット空洞３４は、電池タイプとともに適切な構成になるように適合し、アクティブ型Ｒ
ＦＩＤタグの機能に必要な電気エネルギーが、組織カセット空洞３４内の電池から、コン
タクトポイント４１および電線（不図示）を経由して、組織サンプル部屋３１内に位置決
めされたアクティブ型ＲＦＩＤチップへ伝達される。こうした適切な構成において、組織
カセット空洞３４内のコンタクトポイント４１について、図２に示したものとは異なる位
置が想定できる。
【００３６】
　図３に示す本発明の実施形態において、インレー５０が存在しており、インレー部５１
のＲＦＩＤチップおよびインレー部５２のアンテナでタグ付与されている。インレーは、
組織サンプル部屋にも存在する組織サンプルの処理の際、インレーが組織カセットの組織
サンプル部屋内に位置決めされた場合、インレーと接触する薬品の悪影響に対して耐性を
有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂）または１つ又はそれ以上の他の化合物からなる
層５８に接合されている。この特定の実施形態において、前記ポリマーまたは前記他の化
合物の層は、こうしたインレーおよび前記層が組織カセットの組織サンプル部屋に嵌まっ
て、組織サンプル部屋の内壁に対して可能な限り多く位置決めされるような寸法を持つ矩
形状のフレーム形状を有し、これにより、組織サンプル部屋内に組織サンプルのための可
能な限り最大の量に近い空間を残し、カセット底部およびカセット蓋にある孔を通る流体
の流量が可能な限り最大流量に近くなる。
【００３７】
　前記ポリマーまたは前記他の化合物の層は、断面で見た場合、ビームまたはバーの幅と
高さの比率を備えた、ある厚さを有するように選択される。図３において、前記層は、イ
ンレーの形状に追従して、開口周りの矩形状フレームであるが、本発明の他の実施形態（
不図示）では、インレーおよびインレーが接合した層は、直線状のビームまたはバー、Ｌ
字状またはＵ字状のビームまたはバーの形態を有してもよい。また、これらの実施形態で
は、インレーおよびインレーが接合した層は、組織カセットの組織サンプル部屋に嵌り込
む寸法を有する。これらの実施形態では、前記層は、矩形状フレームとは別の形態を有し
、ＲＦＩＤチップおよびそのアンテナの形態は、相応に適合している。
【００３８】
　特定の実施形態（不図示）において、インレーと接合した前記層の厚さは、組織カセッ
トをパラフィン中に包埋する際、インレーがパラフィンで覆われないように、前記層の上
部に接合したインレーを組織カセットの組織サンプル部屋内に位置決め可能なように選択
される。こうした構成は、ＲＦＩＤチップのアンテナを覆う材料によって妨害されること
なく、ＲＦＩＤチップとの信号の伝送が可能であることを確保する。
【００３９】
　図３において、インレー５３が、インレー５０の平面図として図示しているように、Ｒ
ＦＩＤチップを備えた部分５２と、アンテナを備えた部分５１を含む。
【００４０】
　さらに、図３において、側面Ａ，Ｂを備えた断面５４が存在し、図示のラインＡ－Ｂに
沿ったインレー５３および層５８の断面である。この断面は、ＲＦＩＤチップを備えた部
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分５２と、アンテナを備えた部分５１とを示す。
【００４１】
　さらに、図３において、断面５５，５６，５７はそれぞれ側面Ｃ，Ｄを備え、図示のラ
インＣ－Ｄに沿ったインレー５３および層５８の断面であり、インレー５３の種々の実施
形態の種々の形状を図示している。断面５５，５６，５７はまた、アンテナを備えた部分
５１を示しており、これらは、適切な形状を持つ溝、スロットまたはノッチが、インレー
５３，５０と同様なインレーが接合する材料層の内側に形成されている、インレーの実施
形態が想定されることを示す。こうした溝、スロットまたはノッチが、組織サンプルおよ
び組織カセットをパラフィン中に包埋し、溝、スロットまたはノッチが充分な量の流体パ
ラフィンで充填される際に、こうしたインレーが組織カセットの組織サンプル部屋内に位
置決される場合、適切な形状を有する。パラフィンが固化したとき、インレーが組織サン
プル部屋内に定着すれば、パラフィンの量は充分である。この結果は、こうしたインレー
では、包埋したカセットを包埋した組織サンプルとともに、１００年間までまたはそれ以
上保管する場合、ＲＦＩＤタグを備えたインレーを正しい位置に維持するために、のりや
クランプなどの追加の定着手段が必要でないことを意味する。そして、パラフィンを溶融
した後だけ、インレーの除去が可能になる。
【００４２】
　図４に示す本発明の実施形態において、インレーは、全ての面が前記ポリマーまたは前
記他の化合物の層で被覆され、インレーを覆う材料は、インレーの片面においてある層を
形成しており、これは、特定の実施形態では、こうしたインレーおよび被覆材料が組織カ
セットの組織サンプル部屋に嵌り込む寸法を備えた、ビームまたはバーの厚さを有するよ
うに選択される。こうしたインレーおよび層５８の側面Ａ，Ｂを持つ断面６０を図４に示
しており、断面５４に相当するものであり、ＲＦＩＤチップを備えた部分５２と、アンテ
ナを備えた部分５１とを含む。
【００４３】
　さらに、図４において側面Ｃ，Ｄを持つ断面６１を示し、断面５５に相当するものであ
り、アンテナを備えた部分５１を示しているが、アンテナは全ての面が前記ポリマーまた
は前記他の化合物の層で被覆され、インレーを覆う材料は、インレーの片面において層５
８を形成しており、これは、特定の実施形態では、こうしたインレーおよび被覆材料が組
織カセットの組織サンプル部屋に嵌り込む寸法を備えた、ビームまたはバーの厚さを有す
るように選択される。
【００４４】
　特定の実施形態（不図示）では、インレーを覆う材料は、組織カセットをパラフィン中
に包埋する場合、インレーがパラフィンで覆われないように、インレーを組織カセットの
組織サンプル部屋内に位置決めできるように形成される。こうした構成は、ＲＦＩＤチッ
プとの信号の伝送が、ＲＦＩＤチップのアンテナを覆う材料によって妨害されることが最
も少なくなることを確保する。
【００４５】
　図５に示す本発明の実施形態において、インレー７０を平面図として示しており、これ
は、組織サンプル部屋にも存在する組織サンプルの処理の際、組織カセットの組織サンプ
ル部屋内に位置決めされた場合、インレーおよび層と接触する薬品の悪影響に対して耐性
を有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂）または１つ又はそれ以上の他の化合物からな
る層５８に接合されている。インレーは、インレー５３，５０に相当し、ＲＦＩＤチップ
を備えた部分５２を含んでいるが、アンテナ収納部５１は、ＲＦＩＤチップとの情報の読
み出し及び／又は書込みのために使用される機器のアンテナとの強い電磁結合を可能にす
る数回ループを持つコイル形状のアンテナを収納しており、機器は、ＲＦＩＤチップとの
情報の送受信を行いつつ、信号伝送可能な距離が最大化されるようになる。
【００４６】
　さらに図５において、側面Ｅ，Ｆを備えた断面７１を示し、これは、ラインＥ－Ｆに沿
ったインレー７０および層５８の断面であり、アンテナを備えた部分も示している。さら
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に、図５において断面７２を示しており、これは断面７１に相当しているが、ＲＦＩＤチ
ップ（不図示）を備えた部分５２、アンテナを備えた部分５１および、アンテナコイルの
数回ループが全面に前記ポリマーまたは前記他の化合物で被覆された実施形態を示してい
る。この特定の実施形態では、インレーを覆う材料は、インレーの片面において層５８を
形成しており、これは、こうしたインレーおよび被覆材料が組織カセットの組織サンプル
部屋に嵌り込む寸法を備えた、ビームまたはバーの厚さを有するように選択される。
【００４７】
　図６に示す本発明の実施形態において、インレー８０が、組織サンプル部屋にも存在す
る組織サンプルの処理の際、組織カセットの組織サンプル部屋内に位置決めされた場合、
インレーと接触する薬品の悪影響に対して耐性を有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂
）または１つ又はそれ以上の他の化合物からなる層５８に接合されている。インレーは、
インレー５３，５０に相当し、ＲＦＩＤチップを備えた部分５２も収納しているが、アン
テナ収納部５１にあるアンテナはバイポーラ型アンテナを収納し、アンテナの必要長さは
、アンテナのアームをジグザグ形状に折り曲げることによって達成している。代替として
、アンテナのアームの折り曲げは、層５８の開口の周りにおいて他の方法でもよい。さら
に、図６において、側面Ｇ，Ｈを持つ断面８１を示し、これは、ラインＧ－Ｈに沿ったイ
ンレー８０および層５８の断面であり、アンテナを備えた部分５１も示している。
【００４８】
　図７に示す本発明の実施形態において、インレー９０を断面として示しており、これは
、図３中のラインＭ，Ｎによって規定された層５８を通る水平面に沿った、インレー５０
の断面である。インレーは、ＲＦＩＤチップを備えた部分５２も収納しているが、アンテ
ナ収納部５１にあるアンテナはバイポーラ型である。アンテナの必要長さは、アンテナの
アームを、前記電磁結合を増強するスパイラル状に形成することによって達成している。
そして、ＲＦＩＤチップを備えた部分５２およびアンテナを備えた部分５１が、前記ポリ
マーまたは前記他の化合物からなる層の中に包囲され、その層５８は、開口周りに位置し
ている。
【００４９】
　さらに、図７において、側面Ｊ，Ｋを持つ断面９１を示し、アンテナを備えた部分５１
と層５８を示しており、これは、断面９０で示したラインＪ－Ｋに沿ったインレーの断面
である。断面９１において、図３中のラインＭ，Ｎによって規定された面のレベルを示し
ており、この特定の実施形態では、スパイラル状のアンテナは、正方形スパイラルまたは
矩形スパイラルとして存在し、スパイラルのピッチに起因して断面９１においては完全な
正方形または矩形に見えていないことに留意すべきである。
【００５０】
　図８に示す本発明の実施形態において、インレー１００がインレー部５１においてＲＦ
ＩＤチップでタグ付与され、インレー部５２においてアンテナを有している。インレー１
００は、その側面上に立っており、組織サンプル部屋にも存在する組織サンプルの処理の
際、インレーが組織カセットの組織サンプル部屋内に位置決めされた場合、インレーと接
触する薬品の悪影響に対して耐性を有するポリマー（例えば、エポキシ樹脂）または１つ
又はそれ以上の他の化合物からなる層５８に接合されている。インレーは、図３に示した
インレー５０，５３に相当する。
【００５１】
　さらに、図８において、組織カセット１１０（その側面上に立っている）が組織サンプ
ル部屋３１の内部に内側組織サンプル部屋１１１を収納しており、組織カセット蓋１１２
の平面図を示す。内側組織サンプル部屋１１１の底部および、内側組織サンプル部屋１１
１を閉じるために使用される組織カセット蓋１１２の一部は、両方とも小径孔１１３を有
する。小径孔１１３は、組織サンプル部屋３１の底部および組織カセット蓋１１２の残り
にある孔３５よりもかなり小さい。組織カセット３０，３３の底部および組織カセット蓋
３２にある孔３５について図１と図２で上述したように、小径孔１１３を経由しても、組
織サンプルの処理時に使用される流体が、内側組織サンプル部屋１１１に流入したり、そ



(11) JP 5750435 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

こから流出することが可能になる。
【００５２】
　組織サンプルが、図１と図２に示したように、組織カセットの底部全体および蓋に存在
する孔を経由して漏出できるほど小さい生検(biopsy)である場合、組織カセット１１０お
よび組織カセット蓋１１２のような組織カセットおよび蓋が、内側組織サンプル部屋１１
１における組織サンプルの処理のための使用される。インレー１００および層５８は、中
央開口により、インレーおよび層が内側組織サンプル部屋１１１の周囲において組織カセ
ット１１０の組織サンプル部屋３１に嵌り込むことができるように形成される。
【００５３】
　図１～図８に関する参照符号のリスト
　　１０　ＲＦＩＤチップおよび開口周りのアンテナでタグ付与されたインレー
　　１１　開口周りのアンテナを備えたインレー部
　　１２　ＲＦＩＤチップを備えたインレー部
　　１５　ＲＦＩＤチップおよび共に折り曲げられたアンテナでタグ付与されたインレー
　　１６　共に折り曲げられたアンテナを備えたインレー部
　　２０　ＲＦＩＤチップおよび開口周りのアンテナでタグ付与されたインレー
　　２１　開口周りのアンテナを備えたインレー部
　　２２　ＲＦＩＤチップを備えたインレー部
　　２５　ＲＦＩＤチップおよび共に折り曲げられたアンテナでタグ付与されたインレー
　　２６　共に折り曲げられたアンテナを備えたインレー部
　　３０　組織カセット
　　３１　組織サンプル部屋
　　３２　組織カセット蓋
　　３３　逆さま状態の組織カセット
　　３４　組織カセット空洞
　　３５　組織カセット底部および組織カセット蓋にある孔
　　４０　電池
　　４１　コンタクトポイント
　　５０　開口を有し、ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合された、ＲＦＩＤチ
ップおよびアンテナでタグ付与されたインレー
　　５１　アンテナを備えたインレー部
　　５２　ＲＦＩＤチップを備えたインレー部
　　５３　インレーの平面図
　　５４　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　５５　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　５６　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　５７　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　５８　ポリマーまたは他の化合物からなる層
　　６０　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　６１　ポリマーまたは他の化合物からなる層で被覆されたインレーの断面
　　７０　開口を有し、ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの平
面図
　　７１　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　７２　ポリマーまたは他の化合物からなる層で被覆されたインレーの断面
　　８０　開口を有し、ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの平
面図
　　８１　ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合されたインレーの断面
　　９０　開口を有し、ポリマーまたは他の化合物からなる層で被覆されたインレーの断
面
　　９１　ポリマーまたは他の化合物で被覆されたインレーの断面
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　１００　開口を有し、ポリマーまたは他の化合物からなる層に接合された、ＲＦＩＤチ
ップおよびアンテナでタグ付与されたインレー
　１１０　内側組織サンプル部屋を備えた組織カセット
　１１１　内側組織サンプル部屋
　１１２　組織カセット蓋
　１１３　内側組織サンプル部屋の底部および組織カセット蓋にある小径孔
　－－→　組織サンプル部屋と組織カセット空洞でのインレーまたは電池の位置決め
【００５４】
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